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人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

　
児
童
や
高
齢
者
の
虐
待
、
差
別
な

ど
市
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
犯
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
、
も
し

こ
れ
が
侵
犯
さ
れ
た
場
合
に
、
速
や

か
に
適
切
な
処
置
を
と
る
た
め
、
市

で
は
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
５

人
の
委
員
が
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

相�

談
日
　
毎
月
第
１
木
曜
日
　
午
後

１
時
～
３
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室

問
合
せ
先

　
市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
269
）

消
費
生
活
相
談

　
悪
徳
商
法
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
消
費
生
活
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を

解
決
す
る
た
め
、
専
門
の
相
談
員
が

相
談
に
応
じ
て
、
助
言
な
ど
を
行
な

い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

相�

談
日
　
毎
月
第
２
金
曜
日
　
午
後

１
時
～
４
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室
　

問
合
せ
先

　
市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
265
・
269
）

10
月
19
日
～
25
日
は

行
政
相
談
週
間

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
の

委
嘱
を
受
け
た
皆
さ
ん
の
身
近
な
相

談
相
手
で
す
。

　
国
・
県
・
市
町
村
の
仕
事
に
つ
い

て
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
市
で
は

２
人
の
相
談
員
が
受
け
て
い
ま
す
。

　
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相�

談
日
　
毎
月
第
１
木
曜
日
　
午
後

１
時
～
３
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室

問
合
せ
先

　
市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
269
）

労
働
相
談

　
職
場
で
の
悩
み
ご
と
、
困
り
ご
と

な
ど
あ
ら
ゆ
る
労
働
問
題
に
応
え
る

た
め
、
労
働
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

相
談

【
一
般
相
談
】

相�

談
内
容
　
解
雇
、
賃
金
、
退
職
金
、

労
働
時
間
、
就
業
規
則
、
労
働
契

約
、
人
間
関
係
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

労
働
問
題
。

相�

談
方
法
　
来
所
ま
た
は
電
話
（
専
用

電
話
０
５
６
４
―
26
―
６
１
０
０
）

相�

談
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

30
分

【
巡
回
相
談
】

と�

き
　
毎
月
第
２
水
曜
日
　
午
後
１

時
～
４
時

相�

談
方
法
　
西
三
河
事
務
所
職
員
が

高
浜
市
へ
出
向
き
、
相
談
に
応
じ

ま
す
。

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室

　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　

問
合
せ
先
　

　�

県
西
三
河
事
務
所
産
業
労
働
課
労

政
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
５
６
４
―
27
―
２
７
８
２

善
意
を
あ
り
が
と
う

　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
）

市
へ

　
水
野
厚
也

　
お
と
う
ふ
工
房
い
し
か
わ
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